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令和７年神審第３７号 

裁    決 

貨物船Ａ定置網損傷事件 

 

受  審  人  ａ 

職  名 Ａ船長 

海技免許 四級海技士（航海） 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官大野徹二出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａの四級海技士（航海）の業務を１か月停止する。 

 

理    由 

（海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和７年１月１７日２０時５３分僅か前 

 高知県室戸岬北東方沖合 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 貨物船Ａ 

  総 ト ン 数 ２９９トン 

  全   長 ６３.３０メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 

   出   力 ７３５キロワット 
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３ 事実の経過 

  Ａは、操舵室前部中央に操舵スタンドを、右舷側に機関遠隔操縦装

置を、左舷側にレーダー及びＧＰＳプロッターをそれぞれ装備した船

尾船橋型鋼製貨物船で、ａ受審人ほか３人が乗り組み、空倉のまま、

発電機修理の目的で、船首１.２メートル船尾２.８メートルの喫水を

もって、令和７年１月１７日１７時００分高知港を発し、兵庫県網手

港に向かった。 

  ａ受審人は、出港操船に引き続き単独の船橋当直に就き、ノースア

ップ表示で１６海里レンジとしたＧＰＳプロッター及びコースアップ

表示で４海里レンジとして前方６海里まで映るオフセンターとしたレ

ーダーをそれぞれ作動させ、操舵スタンド後方の椅子に腰掛けて操船

に当たり、室戸岬南方沖合に向けて土佐湾を南下した。 

ところで、室戸岬北東方沖合には、室戸岬灯台から０４３度（真方

位、以下同じ。）２.４１海里、０５０.５度２.０７海里、０２５.５

度１.７０海里及び０２２度２.０７海里の各地点を順次結ぶ線に囲ま

れた範囲に、令和５年９月１日から令和１０年８月３１日までの期間、

高知県知事から受けた定置漁業免許に基づく免許番号定第１０１１号

と称するぶり、あじ、その他定置漁業区域（以下「１０１１号区域」

という。）が設定されており、同区域内に定置網が敷設され、   

１０１１号区域の東側には、光達距離４.５キロメートル、灯色が黄

光、灯質が４秒１閃光の簡易標識灯が２基設置されていた。 

また、ａ受審人は、室戸岬沖合を航行した経験を有していたので、

陸岸近くに定置網が存在することを知っていたものの、１０１１号区

域の設定状況の詳細を承知していなかった。 

そして、Ａに装備されたＧＰＳプロッターは、画面を拡大表示に切

り替えることで、１０１１号区域を表示することができた。 
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ａ受審人は、２０時３１分僅か前室戸岬灯台から１７１度１.２５

海里の地点に達したとき、波浪による船体動揺が大きくなったので、

同動揺を軽減するため、航行予定経路を変更して室戸岬北東方沖合を

陸岸寄りに北上することとし、１０１１号区域の設定状況の詳細を承

知していなかったが、陸岸から約１海里離せば無難に航行できるもの

と思い、ＧＰＳプロッターの画面を拡大表示に切り替えて同区域の設

定状況の詳細を確認するなど、水路調査を十分に行わなかった。 

ａ受審人は、２０時４３分僅か前室戸岬灯台から０７９度１.０１

海里の地点で、針路を０２１度に定め、８.７ノットの速力（対地速

力、以下同じ。）で、手動操舵によって１０１１号区域に向首進行し、

２０時５３分僅か前室戸岬灯台から０４４度２.１８海里の地点にお

いて、Ａは、原針路及び原速力のまま、同区域に敷設された定置網に

乗り入れた。 

当時、天候は晴れで風力５の北東風が吹き、潮候は下げ潮の初期に

あたり、視界は良好であった。 

その結果、推進器翼に欠損等を、定置網は身網に破損等をそれぞれ

生じた。 

 

（原因及び受審人の行為） 

 本件定置網損傷は、夜間、網手港に向けて航行中、航行予定経路を変

更して室戸岬北東方沖合を陸岸寄りに北上することとした際、水路調査

が不十分で、１０１１号区域に向首進行したことによって発生したもの

である。 

 ａ受審人は、夜間、網手港に向けて航行中、航行予定経路を変更して

室戸岬北東方沖合を陸岸寄りに北上することとした場合、１０１１号区

域の設定状況の詳細を承知していなかったのだから、同区域に向首進行



- 4 - 

することのないよう、ＧＰＳプロッターの画面を拡大表示に切り替えて

１０１１号区域の設定状況の詳細を確認するなど、水路調査を十分に行

うべき注意義務があった。しかるに、同人は、陸岸から約１海里離せば

無難に航行できるものと思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の

過失により、同区域に向首進行して１０１１号区域に敷設された定置網

に乗り入れる事態を招き、船体及び定置網にそれぞれ損傷を生じさせる

に至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の四級海技士（航海）の業務を

１か月停止する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

    令和８年３月２６日 

     神戸地方海難審判所 

          審 判 官  阪  本  義  治 

 


